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八戸市こども計画策定支援業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 この要領は、本市がこども基本法（令和４年法律第 77 号）第 10 条に基づく「八戸市こ

ども計画」の策定業務委託の履行に最も適した事業者を選定することを目的に、公募型プ

ロポーザルを実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

１ 業務概要 

(1) 事業の目的 

   本市では、令和６年度に、こども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に推進するた

めの「第３期八戸市次世代育成支援行動計画 前期計画」を策定しているが、令和７年

度は、当計画に若者支援などを加えた「八戸市こども計画」を策定することとしてい

る。 

   本業務では、市内のこども・若者を取り巻く実態を把握するためのアンケートを実

施し、国のこども大綱や各種指針、青森県こども計画を踏まえながら、当市のこども・

若者支援の現状とニーズを分析し、その結果を基に、「八戸市こども計画」を策定し、

本市のこども施策の充実を図ることを目的とする。 

(2) 委託業務名 

 八戸市こども計画策定支援業務委託 

(3) 業務内容 

別紙「八戸市こども計画策定支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

(4) 委託期間 

契約締結日から令和８年３月 31 日（火）まで 

(5) 見積上限額 

年額 １０，０００，０００円（消費税額及び地方消費税の額を含む） 

 

２ 参加資格 

当プロポーザルに参加するための資格は次のとおりであり、参加を希望する場合はそのすべ 

てを満たさなければならない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者である

こと。 

(2) 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生

法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てがない者であること。 

(3) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号

に規定する暴力団又は同法同条第６号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しな

い者であること。 

(5)他の自治体等において同種の業務実績を有する者であること。 
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３ 事業者選定までのスケジュール（予定） 

内容 日程等 

公募開始 

実施要領等をホームページに掲載 

令和７年４月 ７日（月） 

質問書提出期限 令和７年４月 15 日（火）午後５時 

質問に対する回答 令和７年４月 18 日（金） 

参加申込書提出期限 令和７年４月 24 日（木）午後５時 

企画提案書提出期限 令和７年５月 ２日（金）午後５時 

選考員による審査 令和７年５月 16 日（金）まで 

選定結果通知・公表 令和７年５月 20 日（火） 

契約締結 令和７年５月下旬 

 

４ 質問書の受付及び回答 

 (1) 提出期限 令和７年４月 15日（火）午後５時まで（必着） 

 (2) 提出方法 八戸市ホームページに掲載している「質問書」（様式第１号）をダウンロー

ドし、電子メールで下記アドレスに送信すること。なお、受信確認のため、

送信した際は、電話でその旨を連絡すること。 

【Ｅメールアドレス】kodomo@city.hachinohe.aomori.jp 

(3) 回答方法 令和７年４月 18 日（金）までに電子メールにて全質問を一括回答するとと

もに、八戸市ホームページに掲載します。電話での回答は行わないものと

し、質問書を提出した事業者名は非公表とする。 

 

５ 参加申込書の提出 

本プロポーザルに参加しようとする事業者は、次のとおり提出すること。 

(1) 提出期限 令和７年４月 24 日（木）午後５時まで（必着） 

(2) 提出書類 参加申込書（様式第２号） 

(3) 提出方法 電子メール、郵送又は持参により提出すること。 

※電子メール、郵送の場合は、提出後に必ず下記提出先に確認の電話連絡

をすること。 

(4) 提 出 先 八戸市こども健康部こども未来課（５ページ目の「13 担当部署（問合せ

先）」参照）に提出すること。 

 

６ 参加辞退 

参加申込書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかに「辞退届」（様式第

３号）を提出すること。 

なお、企画提案書の提出期限（令和７年５月２日（金））を経過しても応募書類の提出がない

場合は、参加を辞退したものとみなすこととする。 
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７ 企画提案書の提出 

企画提案書を提出する事業者は、次のとおり提出すること。提案は、１社につき１案とする。 

(1) 提出方法 

① 提出期限 令和７年５月２日（金）午後５時まで（必着） 

② 提出部数 正本１部、副本６部の計７部を提出すること。 

③ 提出方法 持参又は配達証明付書留郵便による郵送により提出すること。 

④ 提 出 先 八戸市こども健康部こども未来課（５ページ目の「13 担当部署（問合せ 

先）」参照）に提出すること。 

⑤ 追加及び変更 提出後の書類の差替（追加及び変更等）は提出期限までの間に限り 

認める。 

(2) 企画提案書の構成 

 八戸市こども計画策定支援業務委託仕様書を踏まえ、次のとおり作成する。 

 書類名 記載事項等 様式等 

１ 企画提案書等提出届 別紙のとおり ４号 

２ 業務実績の概要 過去に本業務と同種又は類似業務の実績を示すこと。 任意 

３ 本業務の実施体制 本業務を実施するうえでの管理責任体制、業務実施体制

などについて、各担当者の資格や実績等も含めて記載す

ること。 

任意 

４ 提案内容 ｱ) 仕様書に示す業務内容ごとの業務の進め方、実施内

容、実施手法の技術的な提案 

ｲ) 社会情勢を踏まえながら国のこども大綱やその他関

係法令、青森県こども計画のほか、八戸市の他の計画

等を勘案した提案 

ｳ) 調査結果の集積・分析方法について、効果的な解析と

計画策定への効果的な活用が望める提案 

ｴ) 専門的知識がない者でもわかりやすい計画書にする

ための提案 

ｵ) その他独自の提案 

任意 

 

５ 見積書 仕様書を基に見積額を積算し、次の点に留意すること。 

ｱ）必要経費について業務内容及び人件費等の積算根拠

（内訳等）がわかるように見積金額とその内訳書を記

載すること。 

ｲ）消費税等の税抜額、税込額の両方を記載すること。 

任意 

６ 誓約書  ５号 

７ 法人概要書  ６号 

８ 商業・法人登記簿謄本

又は登記事項証明書 

写し可。参加申込日前３か月以内に発行されたもの。 任意 

９ 法人の定款又は寄附行

為等 

写し可。最新のもの。 任意 

10 納税証明書 写し可。参加申込日前３か月以内に発行されたもの。 任意 
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ｱ）国税：国税の未納がないことの証明書 

（国税通則法施行規則別紙９号書式その３の３） 

   （法人格のない団体については、団体の代表者の

所得税） 

ｲ）市税：市税の滞納がないことの証明書 

   （法人格のない団体については、団体の代表者の

市民税、国民健康保険税） 

※納税義務のない場合は、その旨を記載した申立書（任

意様式）を提出すること。 

※法人税等が減免によって０円となっている場合も当該

証明書を提出すること。 

(3) 企画提案書作成時の注意事項 

① 書類は、Ａ４版(縦・横問わず)で作成する。ただし、資料の作成上Ａ３版とした方が

確認しやすい場合は、Ａ３版の利用を認める。並びは１から 10の順とすること。 

② 専門知識を有しない者でも理解できるよう、専門用語には注釈を付けるなど、分かり

やすい表現で記載すること。 

 

８ 選考方法 

八戸市に八戸市こども計画策定支援業務委託事業者選考会（以下「選考会」）を設置し、審

査を行う。 

審査方法は、書類審査により行う。提出された応募書類等の内容について、選考会の選考員

が、審査基準に基づき、選考員ごとに審査を行い、評価点数が最高点の事業者を契約の相手方

の候補者として決定する。ただし、得点率が５割未満の場合は選定しないものとする。 

また、本プロポーザルに参加する事業者が１者のみであった場合においても、審査を実施す

るものとする。 

審査結果が同点となった場合には、審査項目の「３」の合計点が最も高い者を受託候補者と

して選定する。 

 

９ 選考結果の発表及び公表 

選考結果は、全ての参加事業者に対して 書面により通知する。また、選考結果の概要を八戸

市ホームページに掲載することとする。なお、選考結果に関する質問には一切応じない。 

 

10 失格事項 

 参加者が次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たしていない場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 実施要領等に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

(4) 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

(5) 見積書の金額が、提案上限額を超過した場合 

(6) 契約締結までに、国または地方公共団体の契約に係る指名停止等措置を受けた場合 
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11 契約手続 

(1) 選考された受託候補者と委託条件等に関する協議を行い、最終的な仕様書を作成し、事

業委託に係る契約を締結する。 

なお、受託候補者と協議をした結果、選定事業者が辞退した場合又は協議が不調となっ

た場合は、次点の事業者を新たな受託候補者として協議を行う。 

 (2) 発注者は契約に当たり、採用した企画提案内容等について変更を求めることができるも

のとする。 

 

12 その他留意事項 

(1) 企画提案書に関するプレゼンテーションは実施しないが、企画提案書選考結果通知まで 

にヒアリングを行う場合がある。 

(2) すべての提出書類は返却しない。 

(3) 提出書類は、選定を行う作業に必要な範囲内において、複製を作成することがある。 

(4) 提出書類は、当事業の事業者の選定に用いるほか、当該事業の実施の資料としてのみ取

り扱う。 

(5) 本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加事業者の負担とする。 

 

13 担当部署（問合せ先） 

八戸市こども健康部こども未来課 企画グループ （担当：佐々木） 

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目１番１号（市庁別館２階） 

電話  0178-43-2167（直通） 

ＦＡＸ 0178-43-2144 

Ｅメールアドレス kodomo@city.hachinohe.aomori.jp 

 


